
習 志 野 市 審 議 会 等 の 設 置 及 び 運 営 等 に 関 す る 指 針 ４ （ ４ ）  

 

公 募 委 員 選 任 手 続  

 

１ ．「 習 志 野 市 審 議 会 等 の 設 置 及 び 運 営 に 関 す る 指 針 」 ４ （ ４ ） に 規 定 す る   

公 募 委 員 の 選 任 手 続 き は 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 応 募 資 格  

   公 募 委 員 と な る こ と が で き る 者 は 、 本 市 に 居 住 し 、 か つ 、 住 所 を 有 す  

る 者 又 は 在 勤 若 し く は 在 学 す る 者 で 、 満 ２ ０ 歳 以 上 の も の と す る 。  

（ ２ ） 公 募 委 員 の 申 込  

   公 募 委 員 の 申 込 を す る 者 （ 以 下 「 応 募 者 」 と い う 。） は 、 応 募 申 込 書   

（ 別 記 様 式 ） 及 び 公 募 す る 審 議 会 等 に か か る 意 見 ・ 提 言 を １ ， ２ ０ ０ 字  

  程 度 に ま と め た レ ポ ー ト （ 以 下 「 レ ポ ー ト 」 と い う 。） を 作 成 し 、 所 管    

課 長 に 提 出 す る 。  

（ ３ ） 公 募 の 告 知  

   公 募 委 員 の 公 募 は 、 所 管 課 長 が 別 記 記 載 例 を 参 考 と し 、 市 の 広 報 紙 、   

 市 ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載 等 を 活 用 し 、 周 知 を 図 る こ と に よ り 行 う も の と  

す る 。  

（ ４ ） 応 募 者 と の 面 談  

   所 管 課 長 は 、 あ ら か じ め 応 募 者 と 面 談 し 、 そ の 所 見 を 応 募 申 込 書 に   

記 入 す る も の と す る 。  

（ ５ ） 選 考 方 法 等  

  ① 公 募 委 員 の 選 考 は 、 選 考 委 員 会 に お い て 行 う 。  

  ② 選 考 委 員 会 は 、 市 長 、 副 市 長 、 教 育 長 、 企 業 管 理 者 、 総 務 部 長 及 び 所  

管 部 長 に よ り 組 織 す る 。   

③ 公 募 委 員 の 選 考 は 、 応 募 申 込 書 及 び レ ポ ー ト の 審 査 並 び に 審 議 会 等 の

所 管 部 長（ 以 下「 所 管 部 長 」と い う 。）及 び 所 管 課 長 の 意 見 を 聴 取 す る

こ と に よ り 行 う 。  

④ 選 考 委 員 会 は 、 所 管 部 長 の 申 し 出 に よ り 、 総 務 部 長 が 招 集 す る 。  

（ ６ ） 決 定 の 通 知 等  

① 総 務 部 長 は 、 選 考 委 員 会 に お い て 公 募 委 員 を 決 定 し た 後 、 そ の 結 果 を  

直 ち に 所 管 部 長 へ 通 知 す る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、所 管 部 長 は 、  

応 募 者 に 対 し 、 速 や か に 選 考 結 果 を 通 知 す る も の と し 、 選 出 さ れ た 公 募  

委 員 に 対 し 委 嘱 状 を 交 付 す る 。  

② 応 募 者 の う ち 、 公 募 委 員 と な ら な か っ た 者 の 対 応 に つ い て は 、 次 の  

 と お り と す る 。  

   ア ．傍 聴 を 希 望 す る 者 は 、特 別 傍 聴 人 と し 、公 開 さ れ た 審 議 会 等 の 会 議  

の 傍 聴 を 可 能 と す る 。 な お 、 傍 聴 を 希 望 す る 者 の 意 思 確 認 は 、 所 管  

課 長 が 公 募 委 員 の 選 考 結 果 の 通 知 と 併 せ て 行 う 。  

   イ ． 特 別 傍 聴 人 は 、 審 議 会 等 の 会 議 を 傍 聴 し た 上 で 、 当 該 会 議 終 了 後 、 

そ の 審 議 内 容 に つ い て 文 書 を も っ て 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。  

な お 、当 該 文 書 の 提 出 期 限 は 、所 管 課 長 が 審 議 会 等 の 長 と 協 議 の 上 、  



設 け る こ と と す る 。  

ウ ． イ ． に よ り 提 出 さ れ た 意 見 の 取 扱 は 、 各 審 議 会 等 の 判 断 に 委 ね る  

  も の と し 、 当 該 取 扱 状 況 は 、 会 議 に て 報 告 す る も の と す る 。  

エ ． 特 別 傍 聴 人 と な る 期 間 は 、 公 募 委 員 の 任 期 （（ ６ ） ① の 委 嘱 状 に  

  記 載 さ れ た 期 間 と す る 。） と 同 じ と す る 。  

 

２ ． 実 施 日  

  本 手 続 は 、 平 成 １ ３ 年 ５ 月 １ 日 よ り 実 施 す る 。  

本 手 続 は 、 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 よ り 実 施 す る 。（ 一 部 改 正 ）  

  本 手 続 は 、 平 成 １ ９ 年 ７ 月 １ １ 日 よ り 実 施 す る 。（ 一 部 改 正 ）  

  本 手 続 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 よ り 実 施 す る 。（ 一 部 改 正 ）  

  本 手 続 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 よ り 実 施 す る 。（ 一 部 改 正 ）  

  本 手 続 は 、 平 成 ２ ７ 年 ９ 月 １ 日 よ り 実 施 す る 。（ 一 部 改 正 ）  

  本 手 続 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 よ り 実 施 す る 。（ 一 部 改 正 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 記 様 式 （ １ ．（ ２ ））  

習志野市審議会等委員応募申込書  

 

審 議 会 等 名                       部  

ふ り が な   性 別 男 ・ 女  

応 募 者 

氏 名 

 生 年 月 日   年   月   日  

年 齢        満   歳  

住 所  日 中 に 連 絡 が   

勤 務 先 

住 所 

 

（ 市 外 か ら の 応 募 者 に 限 る ）  

と れ る 電 話 番 号   

職 業  

応 募 の 動 機  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最 終 学 歴 

学 校 名  学 部 ・ 学 科  在 学 期 間  

  
在 学 中 ・ 中 退  

 年   月 卒  

職 歴 

勤 務 先 ・ 部 署 名  在 勤 期 間  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

公 職 等 の 経 歴 名 称 （ 職 名 ）  就 任 期 間  

（ 市 の 審 議 会 、 委 員 会 、

町 会 長 、 民 生 委 員 等 、 市

ま た は 公 的 な 組 織 の 委

員 、 役 員 な ど の 経 歴 が あ

る 場 合 は 、 そ の 名 称 、 就

任 期 間 を 記 載 し て く だ さ

い 。）  

  

  

  

  

  

  

  

  

そ の 他  

（ 参 考 と な る ボ ラ ン テ

ィ ア 活 動 ・ 資 格 等 が あ

る 場 合 に は 、 記 載 し て

く だ さ い 。）  

 

 

 

 

 

 

募 集 所 管 課  

面 談 所 見  

（ 応 募 者 は 記 入 し な い

で く だ さ い 。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提 出 日      年   月   日



別記記載例（１．（３）） 
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○
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